多賀城市農業委員会の委員等募集要項

１　募集をする委員の名称及び募集人数
(1) 多賀城市農業委員　　　　　　　　　　　　　　　　　８人
(2) 多賀城市農地利用最適化推進委員　　　　　　　　　　４人
	区　域　名
	担　当　区　域
	委　員　数　

	北部区域
	南宮
	１人

	西部区域
	新田、高橋、山王
	１人

	中部区域
	市川、浮島、高崎、東田中
	１人

	東部区域
	留ケ谷、下馬、笠神、大代、八幡
	１人



２　推薦・応募の資格　　
(1) 市内に住所を有する者。ただし、特別な事情がある場合はその限りではありま
せん。
(2) 市が設置する他の執行機関（教育委員、選挙管理委員、固定資産評価審査委員
及び監査委員）の委員でない者
(3) 農業に識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委　員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者
(4) 次のいずれかに該当する方は、応募できません。
　　ア　反社会的勢力（暴力団及び暴力団員等）と密接な関係を有している者
イ　破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
　　ウ　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること
　　　がなくなるまでの者

３　応募期間
　　令和８年２月２７日（金）から令和８年３月２７日（金）まで

４　応募方法
　　市が指定する推薦又は応募書類に必要事項を記入し、多賀城市農業委員会事務局へ持参又は郵送してください。（受付は、平日の９時～午後４時３０分）
所定の様式に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、本要項１２に掲げる担当課あてに提出してください。
（１）提出書類（様式）
	法人・団体による推薦
	【様式第３】農業委員　推薦申込書（団体用）
【様式第６】推進委員　推薦申込書（団体用）

	個人による推薦
	【様式第２】農業委員　推薦申込書（個人用）
【様式第５】推進委員　推薦申込書（個人用）

	本人による応募
	【様式第１】農業委員　応募申込書
【様式第４】推進委員　応募申込書



（２）添付書類
	全員
	被推薦者又は応募者の住民票の写し及び完納証明書
※発行後３ヶ月以内のもので、本籍及び筆頭者の記載があり、マイナンバー（個人番号）の記載がないもの

	法人・団体による推薦
	法人
	定款の写し
※農業協同組合、農業共済組合等の推薦の場合は不要

	
	団体
	規約等の写し（規約等を有する団体のみ）

	該当者のみ
	申込書に記載した資格等を有する者
	資格を証する書類の写し（技術士(農業部門)、普及指導員、弁護士、司法書士、野菜ソムリエ等）

	
	認定農業者
	農業経営改善計画認定書又は認定農業者であることを証明する書類の写し

	
	認定農業者である法人の業務を執行する役員等
	法人の登記事項証明書（謄本）の写し
※発行後３ヶ月以内のもの

	
	認定農業者である法人の使用人であって、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者
	該当することが証明できる書類（任意様式）


※上記以外にも必要に応じて追加の提出書類を求める場合があります。

５　推薦・応募した者の公表等
　　推薦を受けた者及び応募した者の申込書のうち、住所・連絡先以外の情報については、募集の期間中及び終了後、ホームページで公表するとともに、農業委員会事務局の窓口において閲覧に供します。

６　選考方法
農業委員候補者については、委員候補者選考委員会を設けて候補者を選定します。
　　また、農地利用最適化推進委員候補者についても農地利用最適化推進委員候補者選考委員会を設けて候補者を選定します。
　　なお、選考にあたっては、別に定めた評価基準を基本とし、多賀城市の農業の現状を良く理解し、今後の多賀城市の農業の発展に寄与できる方であるかを重視します。

７　選考結果
　　結果については、書面をもって推薦・応募した方全員に通知します。
　※電話等での結果に関する問い合わせには、お答えできません。




８　その他
(1) 推薦、応募にあたり提出いただいた書類は、理由の如何に関わらず返却しません。
(2) 選考の結果、候補者となった方については、市長が多賀城市議会の同意を得て農業委員として任命します。
なお、農地利用最適化推進委員については、多賀城市農業委員会が任命します。
(3) 農業委員と農地利用最適化推進委員の両方への応募はできますが、兼務はできま
せん。

９　任期
　　任命の日又は委嘱の日（令和８年７月２０日）から３年間

10　職務
(1) 農業委員
農地法に基づく許認可、農地利用の最適化に関する業務、農業者からの相談対応・
助言指導等、農業者年金制度の普及・推進
(2) 農地利用最適化推進委員
農地法に基づく許認可に関する現地調査及び委員会への報告、農地利用の最適化
に関する業務等

11　身分及び報酬
　　多賀城市特別職の非常勤職員となり、条例に基づき報酬が支給されます。
(1) 多賀城市農業委員
月額２５，９００円（会長３７，８００円）
(2) 多賀城市農地利用最適化推進委員
月額２０，６００円

12　問合せ先
　　〒９８５－８５３１　多賀城市中央二丁目１番１号
　　多賀城市都市産業部産業振興課（０２２－３６８－４２０５）
　　多賀城市農業委員会事務局（０２２－３６８－４２２２）
